
派遣先事業所の皆さまへ

派遣先事業所向けセミナーのご案内

労働者派遣事業の適正な運用を図るため、派遣労働者を受け入れられている

事業所を対象とした下記のセミナーを開催いたします。

派遣労働者を受け入れられている場合はもちろん、これから派遣契約をする

可能性がある、あるいは法制度について知りたいなど、労働者派遣について理

解を深める機会として是非ご参加ください。

派遣労働者を受け入れられている、または受け入れ予定のある事業所のご担当者向け

対 象 者

日 時・場 所

・鳥取労働局職業安定部需給調整事業室

①禁止事項 ②受入期間制限 ③待遇決定方式 ④派遣契約の締結、受入れ前の留意点

⑤受入れ後の留意点 ⑥同一労働同一賃金に係る改正点

内 容

①令和８年７月７日（火） １３：３０～１４：４５ 鳥取労働局４階 会議室

②令和８年７月９日（木） １３：００～１４：１５ ハローワーク米子 会議室

※任意の会場にお申し込みください

鳥取労働局のホームページにて申し込みください。（締切：６月２６日１７時）

URL:https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou31/haken 
鳥取労働局 ＞ 労働者派遣・有料無料職業紹介用務バナー ＞ 労働者派遣事業関係

申 込 方 法

鳥取労働局 職業安定部 需給調整事業室

主任需給調整指導官 松田 ℡：０８５７－８８－００２２

担 当


